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印【問合せ先】 みどり環境課　　☎ 029－240－7135（直通）

近年、リチウムイオン電池の誤った廃棄による火災や事故が全国的に増加しています。
リチウムイオン電池は、強い衝撃が加わると発熱・発火のおそれがあるため、ごみ収集車での収集

やごみ処理施設での破砕・選別などの処理工程に混入すると、事故に繋がる恐れがあります。

 捨て方にご注意ください 
　・リチウムイオン電池は「有害ごみ」に出してください。
　　「燃やすごみ」や「カン・金属ごみ」に混ぜないでください。
　・取り外し可能な製品は、分けて出してください。※無理に外すと危険です。
　・電池の端子部分をビニールテープなどで覆ってください。
　・小型家電回収BOXでも回収できます。BOXの設置場所は次のとおりです。
　　①茨城町役場本庁舎（１階８番窓口）
　　②茨城町役場駒場庁舎
　　③ゆうゆう館（茨城町社会福祉協議会前）
　　④茨城町商工会

※膨張している、もしくは破損しているリチウムイオン電池については、直接「霞台クリーンセ　
　ンターみらい」へ搬入をお願いします。

！ ！

リチウムイオン電池の捨て方についてのお願い
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気をつけて！不安をあおる分電盤の点検商法

困った時は早めに消費生活センター等に相談を！
【相談・問合せ先】　茨城町消費生活センター　☎ 029－291－1690（直通）
　　　　　　　　　相談受付時間　午前９時～正午　午後１時～４時（木・土・日・祝日を除く）
　　　　　　　　　消費者ホットライン　☎188（局番なし）   

消費生活
センター

　分電盤やブレーカーの点検商法に関する相談が全国的に多く寄せられています。電力会社やその委託
会社を名乗り信用させる手口もあるため、注意が必要です。

  事例  　
　電話がかかってきて分電盤の点検を勧められ了承したところ、業者が来訪した。分電盤を
点検してすぐに「これは古いので、すぐに交換しなければ漏電して火事になる。」と言われ
た。今までトラブルはなかったものの、何十年も交換していなかったため、信用して約15万
円の交換工事の契約を結び、前金を支払った。しかし、後からよく考えると高額ではないか
と思う。工事を中止してほしい。

 トラブルにあわないために
◇電話等で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。
◇４年に１回の法定点検と誤解させる手口もあります。法定点検の場合は、必ず事前に書面で通知
書が届きます。通知書が本物か不審な場合には、電力会社に問い合わせましょう。

◇分電盤に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう（屋根・給湯器など）。
◇分電盤は経年劣化により故障する可能性があります。心配な場合は、電力会社や信頼できる電気
工事店等に相談し、相見積もりをとるなどしてよく比較・検討してから契約しましょう。

◇クーリング・オフができる場合もあります。不審な場合や困ったときはすぐにご相談ください。
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【リチウムイオン電池が含まれている製品の例】
・電動工具　・ノートPC　・タブレット　・モバイルバッテリー　・コードレス家電　・デジカメ　・携帯電話　など


